
森林整備事業入札参加資格審査実施要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 大阪府が行う森林整備事業に係る委託役務関係競争入札に参加するために必要な資格（以下「入札参

加資格」という。）、審査及びその他必要な事項について定め、事業の公共性と特殊性に鑑み、法人の信用、

技術および施工能力等について適正に審査を行うものとする。 

 

（入札参加資格） 

第２条 入札には、次の（１）から（３）に掲げる要件のいずれにも該当し、知事が認定した者（以下「入札 

参加資格者」という。）でなければ参加することができない。 

 

（1）建設業法（昭和24年法律第100号）に基づく建設業（土木一式又は造園）の許可を受けていること。 

 

（2）森林整備に関する指導監督、施工管理及び安全管理を確実に行うことができ、かつ次の一から三の 

いずれかに該当する者（以下「技術職員」という。）を常時雇用（3ヶ月以上）（代表者を含むこと

可）していること。 

一 技術士法（昭和58年法律第25号）に基づく技術士第二次試験（森林部門に限る。）に合格し、法

定の登録を受けた者。 

二 一般社団法人日本森林技術協会から林業技士（森林土木部門又は林業経営部門に限る。）の認定・

登録を受けた者。 

三 建設業法（昭和24年法律第100号）に基づく土木施工管理技士、または造園施工管理技士の資格

を有し、かつ労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に基づく安全衛生教育（労働省労働基準局長

通達（平成12年2月16日基発第66号）に基づく刈払機取扱作業者安全衛生教育及び労働安全衛生

規則第36条第8号に基づく伐木等（チェーンソー）従事者特別教育）を受けた者。 

 

（3）森林の整備に従事する作業員（労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）に基づく安全衛生教育（労

働省労働基準局長通達（平成12年2月16日基発第66号）に基づく刈払機取扱作業者安全衛生教育

及び労働安全衛生規則第36条第8号に基づく伐木等（チェーンソー）従事者特別教育）を受けた者

に限る。）を常時３名以上雇用（代表者を含むこと可、但し、前項の技術職員を兼ねることはできな

い。）している者であること。 

 

（資格審査の申請手続） 

第３条 入札参加資格の認定を受けようとする者は、森林整備事業入札参加資格審査申請書（様式第１号）及 

び、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。 

（1） 建設業の許可証の写し  

（2） 主たる事務所及び支店等の所在地一覧表（様式第２号） 

（3） 安全衛生規則改正（令和２年８月１日施行）に伴うチェーンソーによる伐木等の業務に係る特別 

教育の受講状況（様式第４号） 

（4） 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

 

２ 入札参加資格の認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、参加資格審査申

請書記載事項変更届（様式第３号）により、その旨を知事に届け出なければならない。 

  （1） 名称又は商号の変更 

  （2） 所在地又は連絡先の変更 



  （3） 代表者の変更 

  （4） 代表者から支店長等への権限委任 

  （5） 個人から法人への組織変更 

  （6） 合併、営業権限譲渡、及び相続等による事業の継承 

   (7） 廃業、営業停止及び休止 

(8）  技術職員等の変更 

  

（資格審査の実施） 

第４条 資格審査は、毎年１回実施するものとする。 

２ 前項に規定するほか、知事が必要と認める場合においても審査を行うことができる。 

 

（受付期間及び受付場所） 

第５条 前条の資格審査の申請書受付期間は、別に定めるものとする。 

２ 受付場所は、大阪府環境農林水産部みどり推進室森づくり課森林整備グループに置くものとする。 

  

（資格審査の結果通知） 

第６条 知事は、入札参加資格の審査の結果を、申請者に通知するものとする。 

 

（資格者名簿への登載） 

第７条 入札参加資格者は、大阪府環境農林水産部みどり推進室内にある「森林整備事業入札参加資格者名簿」

（以下「入札参加資格者名簿」という。）に登載する。 

 

（資格の有効期間） 

第８条 入札参加資格の有効期間は、当該認定を受けた年度の４月１日から２年間とする。ただし、知事は、

特に必要があると認めた場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができる。 

 

（入札参加事業の規模） 

第９条 事業費により森林Ⅰ、森林Ⅱに区分する。区分方法は、技術職員の資格により別表１のとおりとする。 

 

（入札参加資格の失効） 

第10条 知事は、入札参加資格者に第２条で定める入札参加資格を失う事由が生じた場合、第７条で定める入

札参加資格者名簿の登載を削除するものとする。 

 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、審査及び入札参加資格の確認等に関し必要な事項は別に定めるものと

する。 

 

附則  この要綱は、平成２４年３月５日から施行する。 

  この要綱は、平成２４年６月４日から施行する。 

  この要綱は、平成２６年４月３０日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月７日から施行する。 

この要綱は、平成２７年５月２９日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１８日から施行する。 

  この要綱は、令和２年４月１３日から施行する。 



    この要綱は、令和３年３月２日から施行する。 

この要綱は、令和８年３月３日から施行する。 

 

 

別表１ 

区 分 入札対象事業費 区分条件 

 

 

森林Ⅰ 

 

 

全ての森林整備事業 

 

技術士法（昭和58年法律第25号）に基づく技術士

第二次試験（森林部門に限る。）に合格し、法定の登

録を受けた者、又は社団法人日本森林技術協会から

林業技士（森林土木部門又は林業経営部門に限る。）

の認定・登録を受けた者を常時雇用（3ヶ月以上）し

ていること。（代表者を含むこと可） 

 

 

 

 

 

森林Ⅱ 

 

 

 

 

 

事業費が１０，０００千円 

未満の事業 

 

技術士法（昭和58年法律第25号）に基づく技術士

第二次試験（森林部門に限る。）に合格し、法定の登

録を受けた者、又は一般社団法人日本森林技術協会

から林業技士（森林土木部門又は林業経営部門に限

る。）の認定・登録を受けた者、又は、建設業法（昭

和24年法律第100号）に基づく土木施工管理技士、ま

たは造園施工管理技士の資格を有し、かつ労働安全

衛生法（昭和47年法律第57号）に基づく安全衛生教

育（労働省労働基準局長通達（平成12年2月16日基発

第66号）に基づく刈払機取扱作業者安全衛生教育及

び労働安全衛生規則第36条第8号に基づく伐木等（チ

ェーンソー）従事者特別教育）を受けた者を常時雇

用（3ヶ月以上）していること。（代表者を含むこと

可） 

 

 

 


















